
  

ＧＬＭは日本に定着するか 
 

オーガナイザー       岩沢 宏和 

パネリスト                     

          チューリッヒ      梅田 和彦 

全共連            新居 悠輝 

タワーズワトソン  高橋 伸   

 

【岩沢】 時間になりましたので、パネルディスカッション「ＧＬＭは日本に定着するか」という題で、お

話をしていきます。司会の岩沢です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、いきなりなのですが、われわれは失敗したかと思っている点があります。この時間、パネルディス

カッションを 90 分で申請したのですが、準備してみますと、もっと長く語りたいというところがありました。

そこで少しでも時間捻出のため、司会者がいろいろ話しても仕方がないので、私は、すみません、お聞きづ

らいと思いますが、早口で進めていきます。途中、双方向ツールを使いまして会場のみなさんにお聞きする

ところがありますが、そこも早めに反応していただくと運営上大変ありがたいので、ご協力をお願いいたし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 テーマは、ＧＬＭ、一般化線形モデルということですけれども、これはすでに海外では主に損害保険の料

率算出等で広く用いられていますが、日本でも活用事例がありますので、その紹介をするとともに、そうは

いっても日本ではなかなかまだ用いられていないようだということで、今後の発展の可能性についてディス

カッションをしていきたいと思っております。 
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 そこで本日は、日本においてＧＬＭの実践をすでに行われている方々である３人の提題者から発表してい

ただきます。そのあと、実際のところ日本でＧＬＭをうまく活用するためには、どのような論点があるのか

について、ディスカッションを進めていきます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私は結構臨機応変が好きでして、それは聞こえはいいかもしれないですが提題者にとってはつらいところ

です。というのも、スライドでは「発表順」となっていますが、これは、実は双方向ツールの結果によって

決めるつもりでして、ここにあるのは仮のものです。ただ、順番はともかく梅田さん、新居さん、高橋さん

に発表していただくことはたしかです。 

 現在チューリッヒ保険の梅田さんはいくつもの外資系の会社ですでに実際にＧＬＭを導入し活用してきた、

日本では先駆者的な方ということでお話をいただきます。ＧＬＭの導入の歴史や、あるいは基本的な特徴に

ついてお話をいただきます。 

 全共連の新居さんは、外資系ではなくて国産のＧＬＭを実務で活用されているということで、実際に苦労

された点も含めて、ＧＬＭ導入の背景等や、それからモデリングの例と成果等についてご紹介いただきます。 

 タワーズワトソンの高橋さんは、ＧＬＭももちろんですが、保険会社に役立つ最先端のツールに関しては

日本では第一人者と思われ、詳しくご存じですので、海外の事例を含む、ＧＬＭのいろいろな活用方法、あ

るいはモデリングの際の一般的な注意点などについてお話をいただきます。 

 先ほどお話ししましたけれども、双方向ツールを使用いたします。その際、個々の質問に回答いただき、

――ＧＬＭをやる人がこうして得られる情報を互いにリンクさせないで使うのはどうかと思うのですけれど

も――今回は単にそれぞれの回答割合を把握するためだけに使います。ただ、その後、ジャーナルか会報か

分からないですけれども（編注：実際は「年次大会報告集」）、そこにもその結果とともに報告するという形

で使用いたしますので、ご理解のうえ、ぜひご協力いただければと思います。 
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 質問１は、予備的な質問なのですけれども、お答えいただきたいと思います。実務でのＧＬＭの使用状況

を把握したいと思いますので、その予備情報として、どのような業態の方々がこの会場にいらしているのか、

会社名というよりも、何の仕事をしているかということでお答えいただければと思いますが、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ、生保なのか、損保なのか、企業年金関係なのか、あるいはその他なのかということで、今からお答えく

ださい。はい、もう押してください。素晴らしい。早いですね。ありがとうございます。端末を持った方が

全員回答されたかどうか分からないですけれども、損保関係がかなり多いということですね。ありがとうご

ざいます。 
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 次の質問２にまいります。実務にＧＬＭを使っているかどうかということをお答えいただければと思いま

す。通常業務で使っているのか、特別なときや試験的な目的のみで使っているのか、今は使っていないが使

ったことがあるのか、これは他の会社にいたときなども含めてですね。あるいは、業務で使ったことがない

か。これをいずれか、答えていただければと思います。今からです。はい、お願いします。はい、ありがと

うございます。使ったことがないという方が多いですね。６、９、３、21 と。はい、ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 質問３です。使っている、あるいは使っていたと回答された方、ですから、18 人いらっしゃると思います
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けれども、その仕事はどうだったかということをお答えいただければと思います。お願いします。なぜか先

ほどの人数より多いですね、原因は不明ですけれども。この回答でも損保関係が多いということでした。 

 質問４です。今の時点で、どのようなモチベーションでこの会場にいらっしゃるかということを、ぜひ教

えてください。これは重要な質問ですので、全員にお答えいただきたいのですけれども、使用されていたと

いう方は先ほど 20 名ということですが、従来以上に活用していきたいのか、今のままでいいというのか、あ

るいはその他の方は、今後は活用していきたいのか、あるいは活用すべきかどうか不明なのか、今のところ

は否定的なのだけれどもここに来てみたという感じなのか、お答えいただければと思います。ありがとうご

ざいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この結果によると、この会場には結構モチベーションの高い方が来ているということで、そのシナリオの

場合には、当初の予定どおりの順番で発表をしていきます。提題者は安心しています。 

 それでは、第１の提題者、梅田さんからお願いいたします。 

 

【梅田】 チューリッヒ保険の梅田でございます。始めにＧＬＭの歴史からご説明いたします。 

 ここでは三点挙げさせていただきました。第一に、外資系損保によるリスク細分化自動車保険の販売開始

が挙げられます。約 20 年前の話です。当時、日米保険協議の中で、日本の損害保険業界において自動車保険

の規制が非常に強いという米国側の要求がありました。この協議の結果、一定の条件の下で、自動車保険に

つきリスクの細分化が可能になることが決まりました。 

 翌 1997 年９月から販売開始ということで、米系の会社が自動車保険のリスク細分化を行ったということが

まず背景にあるかと思います。こちらにつきまして、われわれアクチュアリーとしてどのようなことが注目

すべき点かと申しますと、全く新しいリスク区分が導入されたことです。当時の自動車保険には年齢区分は

ありましたが、1）全年齢担保、2）21 歳未満不担保、3）26 歳未満不担保の３区分しかありませんでした。

日米保険協議の結果、年齢区分の細分化、安全装置、例えばエアバッグ、ＡＢＳの導入、さらに地域別、走
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行距離別、免許証の色別等が新たなリスクファクターとして導入されたのです。 

 リスクの細分化と、いかに適正な料率水準を保つことができるかというところが、きっかけだったと思い

ます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一方、海外に目を転じますと、1990 年代後半から、イギリスで通信販売による自動車保険会社が脚光を浴

び始めました。また同じ時期に、アクチュアリーファームによるＧＬＭの専用のソフトウェアが開発されま

した。次第に日本にも話が伝わり始めてきたのです。さらに、そのソフトを導入した会社は、海外では損害

率が良好であるということがいわれていました。このようにして、One-way から多変数を一度に解析すると

いう Multi-way への流れがあったと思います。 
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 料率が競争にさらされると、ポートフォリオの安定化が重要になってきます。リスクを細分化すると、あ

るものについてはダブルカウント、またトリプルカウントになってくるおそれがあるため、過度の割引また

は割増を回避することが課題になります。アクチュアリーとして、いかにポートフォリオを安定化させるこ

とができるかということで、ＧＬＭを使って料率を安定化させることが重要になってきました。 

では、ＧＬＭのモデリングで一つの例を実行しました。データは、オーストラリアのマッコーリ大学のサ

イトから入手しました。本のタイトルは『Generalized Linear Models for Insurance Data』です。こちら

にあるデータセットは Car(カー)という自動車保険のデータでこちらを使いました。 

 変数としては幾つかあります。入っているフィールドにつきましては、ビークルバリュー（車両価格）と

いうことで、１万ドル単位で入っています。エクスポージャーの計算は 1年間を 365.25 日としています。う

るう年がありますので、１年間をこの日数で考えているようです。 

 クレームについては、クレームの無いものは０、有ったものは１にしています。また、１事故で複数件ク

レームが有ったかという情報も入っています。車種については 13 区分です。次のビークルエイジは車齢で１

から４までの区分です。さらに性別で２区分、ドライバーの住所が６区分、ドライバーの年齢区分が６区分

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こちらは切片項だけ、すなわち平均だけを取った場合です。つまり、ｙ＝ａ＋ｂｘのときに、ａだけを用

いた場合です。なお、分布はポアソンを仮定しています。これを走らせますと、切片が-2.68613 になってい

ます。赤池情報量（ＡＩＣ）は 34,091 です。この例が先ず第一番目のケースですが、今の数値は契約台数を

ベースにしたモデルでしたので、次に作ったモデルは経過台数をベースにしています。経過台数とは、例え

ば１月１日から 12 月 31 日までの経過期間の場合は１台・年ですが、７月１日から 12 月 31 日までの経過期

間の場合は 0.5 台・年になります。 

 経過台数分の事故件数の期待値の対数を取り、線形予測値を求めます。これを変形すると、オフセット項

として調整が必要になります。 

7



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ここで変わった点は、最後にオフセットの式が入りました。この結果、切片は-1.92823 になり、この結果

は後でお見せしますが同じになります。ここで注目すべき点はＡＩＣが 34,091 から 33,053 に減少したこと

です。 

 こちらはケース１の場合が、切片は-2.68613 です。ケース２では-1.92823 です。この数字は実際に何％か

と計算しますと、下段でｅの肩に乗せるとケース 1 は 0.068144 です。ケース 2 では 0.145405 になります。

ケース 1 では、ＮＯＶＷ（Number of Vehicle Written）は 67,856 台になりますので、これにこれを掛けて
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あげて、Number of claim は 4,623.99 です。ケース２の方は、経過台数ですので、31,801 台に事故率を掛け

て 4,624.01 が得られます。ほぼ同じになりました。ただ、ポイントは、先ほど申しましたけれども、ＡＩＣ

が 34,091 から 33,053 になったということです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 先ほどは切片項だけでしたが、説明変数を追加しました。今回追加した変数が、車体の種類、車齢、性別、

地域と年齢区分の 5つです。結果を見るとｐ値が低いものほど星の数が多く、結果的にはＡＩＣが 32,950 に

なりました。 
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 次に stepAIC という関数を使ってＡＩＣを下げていきました。その結果、性別が抜けＡＩＣは 32,948 にな

りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ここでは最後の（４）の結果を表にまとめ、ＧＬＭと One-way の比較を行いました。上から車種、車齢、

地域、年齢区分ですが、それぞれの中でエクスポージャーが最も多いところ、すなわち台数が多い区分をベ

ースにしています。例えば車種につきましてはセダンが一番多いということで、係数は 1.0 にしています。
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左側半分がＧＬＭの結果で右側が one-way の結果です。較差につき、one-way の較差とＧＬＭの較差が、ど

こから違いが出てくるかということなのですけれども、エクスポージャーが比較的少ないところで現れるよ

うです。例えば、ＭＣＡＲＡというのはキャラバンなのですが、台数が 59 台で少ない区分です。one-way で

すと、較差的には 1.671 倍と結果が出るのですが、ＧＬＭでは較差は 1.832 ということです。one-way の方

が低く、実際はもっと高いということです。 

 同じようなことが言える区分が他にも幾つかあります。ＲＤＳＴＲ（ロードスター）についても、one-way

の較差 1.213 に対して GLM の較差 1.092 ということで、実際は較差が低いということです。 

 また、Ｆの地域につきましては、GLM は 1.033 ですけれども、one-way は 1.094 ということで、そこも乖離

が出ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今までの結果をグラフ上で示したものです。one-way はｘで示しています。概ねＧＬＭと one-way で較差

は近いのですが、較差があるところについては、プライシングの観点では気をつけるべきところです。 

 このようにエクスポージャーの大きさにばらつきがある会社では、リスク細分化にあたりこのようなとこ

ろを良く見ておく必要があります。私の経験からこのようにして、ＧＬＭは役に立つと考えるようになりま

した。 

 

【岩沢】 ありがとうございました。 

 それでは、引き続きまして、新居さん、お願いします。 

 

【新居】 全共連の新居と申します。よろしくお願いします。 

 本日ご紹介させていただく内容は、弊社で数年前に自動車保険のリスク分析のためにＧＬＭを導入したと

いうことがありましたので、そのときの経験に基づいたものです。なお、本内容はあくまで私の個人的な見

解でして、所属する組織の意見ではありませんことを、あらかじめお断りさせていただければと思います。
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それでは、発表に入らせていただきます。 

 まず、一般化線形モデルの導入の背景についてです。早速なのですけれども、今、皆様が自動車保険のリ

スク分析を担当しているとし、上司に、ある安全装置の有無がクレームコストに与える影響を分析してほし

いと言われたとします。このとき、上司の指示どおりに、その安全装置の有無別に実績クレームコストを集

計してみたところ、こちらの表のようになっていたとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 数字は仮のものですが、クレームコストについて、この安全装置がある場合は 17,455 円、ない場合は 18,077

円という結果が得られましたので、この 17,455 円を 18,077 円で割ると 0.965 になるということで、３％ほ

どクレームコストを低減する効果があるのではないかと思えるわけです。ですので、上司には３％ほどクレ

ームコストを低減する効果が見られますと報告するのですが、そうしますと、今度は上司から、すべての車

種でそういう傾向があったのかと聞かれるわけです。そこで、今度は車種別に分けてみることになります。 

 分けてみたところ、安全装置ありではクレームコストの合計は 17,455 円で当然変わらないのですが、車種

Ａでは 17,000 円、車種Ｂでは 22,000 円、車種Ｃでは安全装置がついているものが一つもない、となってい

ます。また、安全装置なしでは、車種合計では 18,077 円ですが、車種別に見ると、車種Ａでは 16,000 円、

車種Ｂでは２万円、車種Ｃでは 21,000 円となっています。 

 ですので、車種Ａにおいても、車種Ｂにおいても、安全装置ありの方が、安全装置なしに比べてクレーム

コストが高い状況になっていることに気づきます。だとすると、先ほど上司に３％ほど効果があると言って

しまったものの、車種別に見ると、実はクレームコストを低減させる効果がないということになりました。 

 では、この安全装置には本当にクレームコストを低減させる効果がないのでしょうか。結論から言います

と、まだよく分からないということです。といいますのは、安全装置の有無に相関がある項目が、本当に車

種だけなのかということを考える必要があるからです。 
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 例えば、安全装置がある自動車は製造年が新しいものかもしれませんので、安全装置の有無は自動車の製

造年の影響を受けそうですので、車齢と相関があるかもしれません。また、安全装置がついているというこ

とは、自動車の価格が高い可能性がありますので、自動車の価格、つまりは車価とも相関があるかもしれま

せん。もしかしたら、そのような安全装置がついている車に乗りたい人たちがいるかもしれませんので、購

買層とも関係があるかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このように、いろいろな要素が組み合わさってできている自動車保険のリスク、つまりは多次元のリスク
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を評価していくためには、各要素を同時に見ていくためのツール、つまりは多次元の物差しが必要だという

ことを感じた、というのがＧＬＭの導入に至った最も大きな理由でした。ですので、リスクをよく知りたい

という、割と純粋な動機からＧＬＭを導入いたしました。 

 それでは、実際のモデリングの例に入っていきたいと思います。私の経験は、ＧＬＭを自動車保険のリス

ク評価に使ったという事例に限られますので、このケースについてご紹介したいと思います。 
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 まず、モデリングに先だって文献調査を行いました。とはいえ、数年前は特にですが、ＧＬＭの本自体が

少なく、しかも保険データへの適用について書かれている本はほとんどないという状況でしたので、結局あ

まり選択肢はありませんでした。 

 当時はまだ、この２番の本は出ていませんでしたので、こちらの表に記載の１番と３番と４番の本を比較

しました。表の星印はあくまで主観的なものですが、この１番に挙げている、『A practitioners Guide to GLM』

という本が、実務面の記載が非常に豊富でしたので、これをバイブルにしました。 

 余談なのですが、この１番の本については、アメリカの損保アクチュアリー会のサイトから無料でダウン

ロードできるようになっています。それから、この２番の本は、今、ＡＳＴＩＮ関連研究会が翻訳している

本でして、１番と比べますと理論面の記載が豊富で、また、実データによる分析ができるように準備されて

いますので、その点も非常に有益な本かと思っております。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 続いて、モデリングの手順です。個別の手順につきましては後ほどご紹介しますので、ここではモデリン

グのざっくりした流れをご覧いただければと思います。モデリングは、まずはモデルの対象を決めるところ

から始まります。続いて、データ整備を行います。そして、モデルの形状を選択して、パラメーターを計算

するという流れになります。そうしますと、とりあえずは何らかの結果が算出されますので、それが妥当か

どうかを考えまして、何か違うと思ったらモデルの形状の選択をやり直したり、場合によってはデータ整備

からやり直したりということを繰り返しまして、最終的にこれでいいだろうと思う値を算出することでモデ

リングは完了となります。 

 先ほど紹介したバイブルとして用いた文献１には、主にこの①から③についてのことが書いてあります。 

 それでは、モデリングの手順を個別に見ていきます。まず、モデルの対象ですが、自動車保険の分析を行

っていますので、ここに挙げたとおり、車両や対人、対物などの担保に分けてモデル化を行いました。 
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 続いて、担保別のクレームコストのモデル化方法ですが、クレームコストのモデル化には二つの方法があ

ります。一つは、クレーム頻度とクレーム単価をそれぞれモデル化した後、それらの積とする方法です。も

う一つが、クレームコストを直接モデル化する方法です。前者の方法の方がより精緻な方法とは思いますが、

後者の方法は、作成するモデルが一つのため、モデル作成をより簡便に行えるというメリットがありました

ので、後者の方法を採用し、クレームコストを直接モデル化することを行いました。 
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 次に、データ整備についてですが、モデル化用のデータとしては、こちらの表にありますようなレイアウ

ト、つまりは、契約１件別に担保別の経過件数、クレーム件数、クレーム額、それから契約内容を保持させ

た作りのデータを用意しました。量としては直近３年分を用いました。弊社の場合、このようなデータがシ

ステム的に取られているというわけではなく、契約データとクレームデータのデータベース自体が分かれて

いましたので、それらのデータを証券番号をキーとして連結したり、年度をまたぐ契約については、契約レ

コードを年度で分割したりといったことや、契約の異動があれば、契約レコードを異動前後で分割したりと

いったことを行って、こういうデータベースを作成しました。 
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 さらに、クレームデータに関しては、一定の処理遅れ期間を考慮するとともに、できるだけクレームを捕

捉したいという観点から普通備金データも活用しました。他には、年度によるＩＢＮＲ備金の不足や、年度

による撹乱要因などを吸収させるために、観察年度をダミー変数として追加しました。さらに、データ項目

のクリーニングを行いました。 

 このように、データ整備では、データを分割したり、統合したり、クリーニングしたりする必要がありま

すので、結構大変な作業となりました。ですので、モデリングの一連の作業の中でも、データ整備は一つの

山場になろうかと思います。この辺のデータの持ち方についても、先ほど紹介した文献１で結構詳しく紹介

されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 続きまして、データ整備が終わりますと、いよいよ本格的にモデリングに突入していきます。今、クレー

ムコストをモデル化しますので、確率分布としては特に悩まずに、複合ポアソン－ガンマ分布を選択しまし

た。リンク関数に関しても、自動車保険の料率が乗算形式でできている実態を鑑み、特に悩まずに log 関数

を用いました。 

 次に、クレームデータのキャッピングを行ったのですが、これはかなり悩んだ部分です。といいますのは、

先ほどの文献１に、クレーム額に異常値がないかをチェックしましょうということが書かれているのですが、

どの値を異常値と考えるのか、つまりは再現性のない値と考えるのかについては書かれていませんでしたの

で、具体的にどうしたらよいかがよく分からなかったためです。ですので、試行錯誤を行い、クレーム額を

何らかのパーセンタイル点で切ってみるという対応、具体的には、ここに書いてありますように、人系では

95％タイル点、対物では 99.5％タイル点でクレームデータをキャッピングするといった対応を行いました。

これはあくまで１例ですので、この対応方法が絶対によいかは分かりませんが、このような対応を行ったと

いうものです。 

 続いて説明変数の絞り込みですが、これは、どの項目を説明変数として用いるかということです。モデル

には、まずは使えそうな項目をとりあえず全部入れておくのですが、そこから逸脱度テストや、時間一貫性
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の傾向があるか、つまりは観察年度によらず同じ傾向を示すかによって、機械的に絞り込み対象を選択して

いきました。そして、実際に絞り込むに際しては、極力変数の意味を考えながら、本当にこれを外してしま

っていいか、これを入れていいのかということを考えて、絞り込みを行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次に、説明変数のグルーピングということで、これは説明変数の区分を統合するというもので、例えば年

齢条件の 26 歳以上限定と 30 歳以上限定を統合するといったものですが、ＧＬＭでは較差の信頼区間が計算

できますので、信頼区間が大きいものなどを対象に、ここでもできるだけ変数の意味を考えながら統合を行

いました。 

 あとは、やや細かい話ですが、交互作用というものがありまして、これはよく言われるのは、年齢と性別

の関係のように、年齢較差が性別で異なるといったものです。交互作用の統計値による機械的な検出方法に

ついて、私自身あまり詳しくなかったため、統計値に基づくというよりも、現行料率で考慮しているものを

中心に考慮するという対応を行いました。 

 説明変数の選択においては、統計値だけではなく、その変数で何が説明できるのか、何を説明したいのか

といったことを踏まえる必要がどうしても生じてくると思いますので、説明変数の選択は、突き詰めれば算

出結果をどう解釈するのかと同じであると感じました。 

 次にパラメーターの計算に移りますが、これはＧＬＭ専用のアクチュアリーソフトウェアがありますので、

それを用いています。このソフトはワンクリックで計算可能であったり、グラフに優れているために、視覚

的に情報をつかむことが容易であったりといったことにメリットがあったと思います。 

 続きまして、モデルの妥当性検証ですが、一つには、複数の担当者で別々にモデルを作成し、ディスカッ

ションするということを行いました。これによって、説明変数の選択などでどうしても判断が必要な部分に

ついて、より納得感の高いモデルへと修正することができたと思います。加えて、単方向から、実績値の較

差とモデルの較差を比較することで、モデルが正しいこと、正確に言えば正しそうなことをですが、それを

視覚的に確認しました。 
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 以上によって、定性的な説明ができ、かつ実績値にまずまず当てはまるモデルができたと判断しました。 

 最後に、ＧＬＭを導入して分かったことについて述べたいと思います。まず良かった点ですが、ＧＬＭに

よりリスクに対する理解が進みました。当然なのですが、単方向からの分析では分からなかった発見が幾つ

かありました。また、ＧＬＭは全項目の影響を一度に計算しますので、単方向の分析を繰り返す従来手法よ

りも、結果の考察が行いやすかったというメリットがありました。さらには、較差の信頼区間を算出できま

すので、算出結果の信頼度を踏まえた議論ができたというメリットもありました。 
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 次に、ＧＬＭを導入する前に、私が勝手にＧＬＭに対して過剰な期待を持っていたと感じた点ですが、一

つは、良い分析には良いデータが必要であるということです。といいますのは、モデルの説明は項目として

持っているものに限定されますので、今持っているデータの項目数や精度により、モデルの説明力がおのず

と制限されるということです。例えば、右利きと左利きで運転のリスクが違うのかを調べたいと思ったとし

ても、そのようなデータを持っていない限りはＧＬＭを使っても分からないということです。ですので、デ

ータの項目数や精度は大変重要であると思いました。 

 もう一つが、ＧＬＭは定量的な評価のみ与えるということです。例えば、あるＡという項目でリスクが高
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かった場合に、これはＡだからリスクが高いのか、それとも、リスクが高いからＡなのか、これがどちらで

あるかは、ＧＬＭは教えてくれないということです。ですので、これがどちらであるかは、自分で考える必

要があったということが挙げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは、まとめです。自動車保険のプライシングの補助とするために、ＧＬＭを用いてクレームコスト

の分析を行ってきました。実務に参考となる文献は少なく、また、最初のデータ整備も大変でしたが、計算

はアクチュアリーソフトを用いることで比較的容易に行えました。それから、モデルの説明力は、用いたデ

ータの精度に制限を受けますので、データは大変重要であるということに改めて気づかされました。また、

ＧＬＭにより、今まで分からなかったことが定量的に評価できますが、ＧＬＭは定量的な評価のみを与えま

すので、結果については自分で解釈、つまりは定性的な理由を検討していく必要がありました。ですけれど

も、ＧＬＭによる定量的な評価に加えて、定性的な理由も把握できれば、今何が起こっているのか、そして

今後もそれは起こるのかなどが分かってきますので、それを踏まえた対策に着手できるのではないかと思い

ます。 

 私の発表は以上です。 

 

【岩沢】 ありがとうございました。さらに引き続きまして、では、高橋さん、よろしくお願いします。 

 

【高橋】 タワーズワトソンの高橋と申します。よろしくお願いいたします。 

 私の方からは、同じ「ＧＬＭは日本に定着するか」というテーマですが、まずＧＬＭとは何かという話を

できるだけかみ砕いて概観した上で、ＧＬＭにどのような使い方が考えられるのか、そして、その結果どの

ようなことが期待できるのかということを、海外の事例も踏まえながらご紹介していければと思います。 

 まずは「ＧＬＭとは」ということですが、「一般化線形モデル」という日本語訳がついています。モデルと

いうと、ボックスの非常に有名な言葉があります。「本質的にいかなるモデルであれ正しくないが、中には役
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に立つものがある」というものです。いきなりやや否定的な発言をしましたが、ではＧＬＭは役に立つのか

ということが、これからのお話になります。 

GLM（一般化線形モデル）は
モデルである

• "essentially, all models are wrong, but some 
are useful"（「本質的に、いかなるモデルであ

れ正しくないが、中には役立つものがある」）
－George E. P. Box

• GLMは「役立つモデル」なのか？

2

 

そもそもモデルはどのように
役立ち得るのか？

• モデルとは
– 「問題とする事象（対象や諸関係）を模倣し、類比・単純化
したもの。また、事象の構造を抽象して論理的に形式化し
たもの。ことに後者は、予想・発見の機能をもち、作業仮
説の創出を促すので、科学方法論的に有益。模型。」（三
省堂 大辞林 第二版）

• なぜモデル化するのか？－モデルだからできること・
モデルでなければできないこと
– 実績に存在するノイズ（プロセスエラー＝偶然によるばら
つき）を除去し、期待値を取り出す

– 過去を説明すると同時に、将来を予測するために使用で
きる

3

 

 そもそもモデルというものがどのように役立ちうるのかということを、少し考えてみたいと思います。「モ

デルとは」ということで、ここでは三省堂大辞林から引用しましたが、「問題とする事象を模倣し、類比・単

純化したもの。また、事象の構造を抽象して、論理的に形式化したもの。ことに後者は、予想・発見の機能

を持ち、作業仮説の創出を促すので、科学方法論的に有益。模型」と定義されています。一読してもすぐに

23



  

は分かりにくい説明かも知れませんが、幾つかキーワードが出ているように思います。「模倣し、単純化した

もの」とあるので、必ずしも正しい訳ではないのだろうなという風に読めます。先ほどのボックスの言葉と

も呼応するものだと思います。一方で、「抽象して論理的に形式化することによって、予想・発見の機能を持

つ。作業仮説の創出を促す」といったところが、恐らく役に立つ可能性を示唆するものだろうと思われます。 

 もう少し、なぜモデル化するのかということについて考えてみましょう。特にＧＬＭを使うときには実績

データに当てはめてみて、その中から期待値を取りだすといったことが目的になって来るわけですが、実績

には常にノイズ、つまり偶然によるブレが存在します。したがって、その偶然によるブレの部分を除去する

ことによって、シグナルと呼ばれる期待値の部分を取り出そうというのが、モデルの一つの目標、目的にな

ります。こうやって作られたモデルは、元々は過去のデータに当てはめて作ったモデルですが、将来を予測

するためにも使えることが期待されます。「予測モデル」という言葉がよく使われますが、実績から将来を見

込むことを可能とする、そのような効果が、モデル化することの一つの意義なのだろうと思います。 

GLMとは

• 「一般化線形モデル」…線形回帰モデル（単回帰だけでなく重回帰
も含む）を一般化したもの

• 何が「一般化」されるのか？
– リンク関数…平面を微分可能で単調な関数により曲面に変換できる

• 例えば線形回帰モデルの加算構造を乗算構造に変換できる

– エラー関数…応答変数が従うと思われる分布を指数型分布族の中か
ら選択できる、または期待値の大きさに応じた誤差の評価ができる

• 標準的なMinimum‐Bias法はすべて、GLMに含まれる（Mildenhall, 
Stephen, "A Systematic Relationship between Minimum Bias and 
Generalized Linear Models", Proceedings of the Casualty Actuarial 
Society, LXXXVI, 1999）

4

 

 さて、一般的なモデルの話から、もう少しＧＬＭの話に入っていこうかと思います。日本語訳しますと「一

般化線形モデル」となりますが、名前の通り、線形モデルを一般化したものです。ここでいう線形モデルに

は、単回帰だけでなく重回帰も含まれます。その意味で、一般化線形モデルも多変量解析ということになり

ます。 

 では、何が一般化されるのでしょう。キーワードとしては、「リンク関数」と「エラー関数」という二つの

ものが出てくるのですけれども、難しい数学の議論はさておきましょう。まず一つ、線形モデルは、直線で

あったり平面であったりになる訳ですが、それをリンク関数というものを入れることによって、曲面に変換

することが可能になります。別の言い方をしますと、線形回帰モデルというものは加算構造を持っている訳

ですが、リンク関数によってこれを乗算構造等に変換することができます。 

それからもう一つ、エラー関数というものが出てきます。線形回帰モデルは、暗に正規分布を念頭に置い

ているきらいがあります。なぜかといいますと、線形回帰では多くの場合、最小二乗法により当てはめをし
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ますが、それは期待値の大きさにかかわらず、ノイズ、ばらつきは均等に出てくることを前提にしています。

ところが、われわれが知っているデータでは、例えばクレームの金額、損害額は、高くなるほど、それだけ

ばらつきも大きくということが、当然にありえます。一般化線形モデルでは、エラー関数として、応答変数

が従うと思われる分布を、指数型分布族の中から選択することで、その部分にある程度対処できます。指数

型分布族には、おなじみの分布で言いますと、正規分布に始まり、ポアソン分布やガンマ分布、それから二

項分布といったものが含まれます。つまりＧＬＭでは、ポアソン分布に従うもの、ガンマ分布に従うものを、

説明変数の掛け算の形で近似できるのではないかということが、ここで示唆されるわけです。 

 さらに、「標準的なミニマムバイアス法はすべてＧＬＭに含まれる」とも書きました。ミニマムバイアス法

は損保で従来使われてきた手法ですが、それが、実はＧＬＭの文脈でかなりの部分が解釈できます。その意

味でＧＬＭは、ミニマムバイアス法を一般化したようなものとしても捉えることができます。 

損害保険でのGLMの利用（１）：
事故件数、保険金単価

• 多くのリスク較差は経験的に乗算係数として表わされる → リンク関数と
してlog関数を選択することで、GLMは多変量の乗算構造を持つ

• 事故件数は一般にポアソン分布に従うものと考えられる → エラー関数と
してポアソン分布を選択

• 保険金単価の誤差は期待値の大きさに比例するものと考えられる → エ
ラー関数としてガンマ分布を選択

• 説明変数：リスクファクター

• 結果として得られるものは、乗算型のクレームコスト・モデル → 従前から
一般に使われて来た料率と同じ構造
– 各ファクターのリスク較差は多変量解析による→ ダブルカウントの問題を解

消

5

 

 今お話したことを踏まえて、実際に損害保険でＧＬＭを使うときには、どのようなモデルを仮定するので

しょう。多くのリスク較差は、経験的に乗算型になっており、乗算係数として表されるというのが、われわ

れが経験的に知っていることです。ＧＬＭではリンク関数を log 関数にすることで、乗算構造になります。

また、事故件数は一般にポアソン分布に従うものと考えられます。ポアソン分布は先ほどお話ししましたと

おり、指数型分布族に属するものですので、これもＧＬＭの中で処理できることになります。 

 保険金単価については、誤差が期待値の大きさに比例すると考えられるならば、エラー関数としてガンマ

分布を選択するということが一つの選択になります。このように、事故件数についても保険金単価について

も、リンク関数・エラー関数を適切に選ぶことによって、われわれの知っている構造をＧＬＭで表現するこ

とができます。 

説明変数として使用するものは、一般にリスクファクターとしてあげられるようなものです。例えば、年

齢と性別や、新居さんの例ですと、安全装置のある・なしや、車種が、説明変数に該当します。 

 都合のいいことに、ＧＬＭの結果として得られるものは、乗算型のクレームコストのモデルとなります。
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つまり、われわれがよく知っている掛け算の料率が得られます。その意味では、なぜわざわざこういう新し

い手法を使うのかという話になってしまうかも知れませんが、メリットは多変量解析ができるということで

す。 

 新居さんの例にもあったとおり、契約に何か相関がある場合には、ダブルカウントの問題であったり、何

か歪んだ見方をしてしまったりすることが起きますが、ＧＬＭによりそれを解消できます。今まで使ってい

た料率構造を、もう少し技術的にいい方法で当てはめることができるというのが、ＧＬＭを事故件数や保険

金単価で利用する場合のメリット、考え方になろうかと思います。 

損害保険でのGLMの利用（２）：
継続率、成約率

• 応答変数（継続率、成約率）は0と1の間の値を取る→ 
リンク関数としてlogit関数を選択することで、応答変数
は0と1の間の値を取る

• 継続率、成約率は二項分布に従うものと考えられる
→ エラー関数として二項分布を選択

• 説明変数：リスクファクターに限らず、契約者の属性、
競合他社の保険料との比・差、（継続率の場合）契約
の履歴（請求、異動の有無等）、更改前後の保険料増
減率や差額等、継続率・成約率に影響すると考えられ
るあらゆるファクター
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 同じように、継続率や成約率というものも、実際にＧＬＭでモデル化することができます。この場合には、

応答変数である継続率や成約率は、０と１の間しか取りませんので、リンク関数として logit 関数を選択す

るのが一般的です。そうすることで、応答変数は０と１の間の値を取ることになります。さらに継続率、成

約率そのものは二項分布に従うと考えられますので、エラー関数として二項分布を選択します。 

 説明変数については、リスクファクターは大体含めることになるのでしょうが、それに限らず、契約者の

属性や、競合他社の保険料との比・差、つまり他社がどのような保険料を出している中で、自社がどのよう

な保険料を出し、それがどれくらい成約につながったのかをモデルにします。また特に継続率のモデルの場

合には、前年度の保険料との比や、あるいは契約の履歴も説明変数に加えます。契約の履歴については、例

えば請求や異動は、契約者・被保険者と会社との重要なコンタクトポイントになります。そのようなコンタ

クトがあったときに、いいサービスを提供できたかどうかという点が、実際にモデルの結果として、表れて

くることがあります。継続率や成約率では、そのようなものをすべて含めてモデリングすることになります。 

 ここまでで、ＧＬＭが実務上、かなり定型的に使えるということを見ていただけたと思いますが、実際の

モデリングの作業はここからが本番です。すべてのファクターを入れて、モデルを当てはめれば答えは出て

きますが、それは大抵の場合、あまり良いモデルとは言えません。モデルというものは、パラメーターを増

やせば増やすほど当てはまりが良くなります。パラメーターを減らしていけば当てはまりは悪くなっていき
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ますが、一方で、過剰に当てはまりがいいというのは、ノイズまで拾っているという可能性を示唆します。

われわれがやりたいのは、ノイズを切り捨ててシグナルだけを取り出すことだとするならば、何でもかんで

も当てはまればいいということにはなりません。 

よいモデル

• モデルのシンプルさとあてはまりの良さは、トレードオフの関係にある
• パーシモニーの原則、オッカムの剃刀…モデルはシンプルであるほどよ

い
• 実績データを説明する最善の妥協点を探す

• 参考となる統計指標：パラメータの信頼区間、カイ二乗検定のp値、AIC等
• 将来予測に使用：観察年度によりリスク較差は一貫しているか？

• 統計指標に頼らない判断も必要：得られた結果は、リスク、マーケット、ビ
ジネスへの理解に基づいて、理に適っているか？

• 用途に応じてモデルを使い分けることも

平均値のみの
モデル

“最適な”モデル
観測値ごとに
パラメータを１
つ割り振る

← モデルの複雑さ（パラメータの数） →
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 一番極端な例をあげましょう。スライド中央の図の右端に、「観測値ごとにパラメーターを一つ割り振る」

とありますが、証券番号をファクターにすることを考えてみて下さい。モデルは実績にぴったり当てはまり

ますけれども、来年使えるものではありません。すべての偶然の要素をシグナルとして拾ってしまっている

ためです。 

 したがって、実際のモデリングは、シンプルさと当てはまりの良さとの間で妥協点を探していく作業にな

ります。この際に、一般的に使われる指標としては、パラメーターの信頼区間や、これは先ほど新居さんの

資料にも、尤度比検定という言葉で出ていましたが、カイ二乗検定のｐ値、それからＡＩＣといった指標が

使われます。技術的なところはあまり深入りしませんけれども、このようなものはすべて、ＧＬＭの文脈の

中で出てくるものです。梅田さんの資料の中にもＡＩＣは何度か出てきたかと思いますけれども、これらの

指標はＧＬＭを当てはめていく中で得られるものです。 

 さらに、モデルを作っていくうえで考えなければならないことがあります。モデルを将来予測に使用する

のであれば、観察年度によって較差があちらにいったり、こちらにいったりしているようでは、来年どうな

るのか、あまり自信が持てません。そのような観点から、これも新居さんの資料にありましたけれども、観

察年度によりリスク較差が一貫しているのか、時間一貫性を確認する必要があります。 

 ただし、統計指標に頼らない判断が常に求められます。得られた結果が、リスクなり、マーケットなり、

ビジネスなりに対する理解に基づいて、理にかなっているのか、それが常識にかなっているのか、常に問い

かける必要があります。よってモデリングにおいては、統計値で判断できる部分もかなりありますけれども、

それだけではなく、そのデータから見える外側の世界に対する理解からもモデルの妥当性を判断する必要が

出てきます。 
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 このようないろいろな視点から、モデルを作っていきます。「最適なモデル」と書いていますけれども、答

えは一つではありません。用途に応じてモデルを使い分けるために、最適なモデルの判断を変えることもあ

ります。 

モデルをシンプルにするために

• ファクターの取捨選択

• 使用するファクター内での区分のグルーピング

• 説明変数を変量とする→ 多項式近似により曲
線にあてはめる

• 上記はいずれもGLMの枠組みの中で可能
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 モデルをシンプルにするために、一体どのような手を使うのかですが、ファクターの取捨選択、使用する

ファクターの中での、区分のグルーピング、それから説明変数を変量にするといったことが行われます。区

分のグルーピングについては、例えば区分Ａと区分Ｂにあまり差がないのであれば、そこをまとめてしまい

ます。説明変数を変量とするというのは、カテゴリー変数を数値変数に変えてしまうということなのですけ

れども、そうすることで多項式近似によって曲線に当てはめることができ、ばらつきの小さいスムーズな結

果が得られます。これは単純にモデルをシンプルにするというだけではなくて、ノイズを排除するという目

的でも使用できます。例えば、年齢の較差が１歳ごとにあちらにいったり、こちらにいったりしているとこ

ろをスムーズにしたいということは、実務上、求められることかと思います。これらすべてが、ＧＬＭの枠

組みの中で可能です。 

 あとは、技術的・実務的な問題への対処ということで、例えば年齢別のリスク較差が男性と女性で異なる

といったケースには、交互作用というものをモデルに入れることで対応ができます。あるいは、ノンフリー

ト等級係数のようなマーケット標準の係数がある場合には、オフセット項というものを入れることによって、

その係数を所与の較差として与えて、それに相関する係数で全体を調整することで、結果的に次善のモデル

を作成することにはなってしまいますが、対処することが可能です。これらはいずれもＧＬＭの枠組みの中

で可能です。 

 これらですべての問題が解決するとはいいませんが、多くの問題が解決すると思います。ＧＬＭを実際に

使ってみると分かりますが、かなり柔軟性があります。完全になんでもできるとはとても言いませんけれど

も、それなりに柔軟にいろいろなことができるということが、ここまで海外で使われている一つの理由なの

だろうと考えています。 
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 こうして良いモデルが得られたら、これを一体どのように使うのかという利用法、活用法の話になってき

ます。図の真ん中に「比較」とありますが、何かポートフォリオデータがあるとお考えください。左側にク

レームコストのモデル、原価のモデルというものが出てきます。これはＧＬＭで作ったものだとお考えくだ

さい。継続率のモデル、これもＧＬＭで作ったものです。いずれもＧＬＭで作ることが必須な訳ではありま

せんが、今現在、実務的にＧＬＭが使われているのが実状だと思います。それに対して、例えば現行料率を

当ててみると、期待損害率が計算できます。これは契約を取った時点で、計算できます。実績が出るのを待

つ必要はありません。モデルがあるので、予測に使えるということが、ここで一つのメリットとなります。 

技術的・実務的な問題への対処

• 例えば、年齢別のリスク較差が男性と女性では異なる場合、年齢
×性別の単純な乗算構造ではモデル化できない→ 年齢別のリス
ク較差を性別で調整する調整項（交互作用という）を入れることで
対処可能

• 例えば、自動車保険におけるノンフリート等級係数のように、マー
ケット標準の係数があり、それを使用したい場合は、GLMの結果を
そのまま使用できない→ ノンフリート等級係数は所与の較差とし
て与える（オフセット項という）ことで対処可能（結果として、GLMに
よる較差と所与の較差との差を、ノンフリート等級と相関のある他
のファクターで吸収することで、次善のモデルを作成する）

• 上記はいずれもGLMの枠組みの中で可能

9

得られたモデルをどのように使うか？
－予測モデルとしての利用

• モデル化することにより、個別の契約に対して、期待値が事前に予測で
きる
– 一旦モデル化できれば、契約情報だけでも分析が成り立つ

クレームコストの
モデル

料率水準の調整

付加保険料

原価の
モデル

現行料率

比較
継続率の
モデル

期待損害率
モデル / スコア

改定料率 マーケティング
戦略

経年効果

10
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 実際に現行料率を当ててみて、それがどう歪んでいるのか分かってくれば、改定料率をどのように作るの

かという判断にも使えるでしょう。あるいは、どこで収益性が高いのかが分かれば、マーケティングをどこ

に注力するのかということに使えるかもしれません。いずれも、モデル化することによって、個別の契約に

対して期待値が事前に予測できるということが、このようなモデルを作ることのメリットとなっているもの

と思います。 

損害保険実務における活用例

• 料率改定案の評価（期待損害率、期待継続率、継続契約からの
期待収益予測等）

• ポートフォリオの評価（事前の期待損害率・期待収益予測）

• 収益性の高いセグメントの発見→ マーケティング戦略の策定

• 収益の見込めないセグメントの発見→ 引受ルールの策定、選択
可能な補償の制限

• 代理店の収益性評価→ 代理店手数料への反映

• 価格感応度→おすすめパターンによるアップセル
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 損害保険実務における活用例ですが、実際に海外で見聞きしたものも含めてあげております。料率改定案

の評価については、先ほどお話ししましたとおり、このような料率を世の中に出したら、どれくらいの期待

損害率が得られて、継続率がどれくらいになって、そうすると、継続契約からどれくらいの期待収益が得ら

れるのかということが、モデルとしてですが、予測できます。同じように、ポートフォリオがどれくらいの

期待損害率を持つのか、どれくらいの期待収益率を持つのかということを予測することができます。あるい

は、実際の適用料率がなかなかＧＬＭの結果どおりにできないというときには、収益性の高いセグメント、

低いセグメントが出てきてしまいますが、そのようなときには、マーケティング戦略、もしくは引き受けル

ールに反映していくといったことも考えられます。 

 代理店の収益性評価については、なかなか実務に落とすのは難しいところだと思いますが、中国で実際に

やられている例です。代理店ごとに損害率を見た場合、恐らくかなりのノイズを含んでしまうだろうと思い

ます。それをモデル化することによって、ある程度、期待損害率という指標に落とすことができます。それ

を代理店手数料に反映してしまうというようなアイデアです。このような実務での活用例が、海外には実際

にあります。 

 価格感応度のモデルからお勧めパターンを作って、アップセルに使うといったことも考えられます。これ

がうまくいくと、日本のマーケットでも活用の可能性があるものと思います。 

 このような海外の活用事例の結果、以下ではＧＬＭが実際に役に立つモデルであったのかという例を三つ

ほど見ていただこうと思います。統計が、アクチュアリーが使うべき厳密さを持っているかという点で、少

30



  

し疑問もありますが、ご紹介したいと思います。 

GLMは「役立つモデル」なのか？（１）：
米国の例

典拠：タワーズワトソン2011年予測モデル利用調査（米国）

個人分野自動車保険

予測モデルの高度化の度合いと損害率 *

年度

予測モデルの高度化の度合い

損
害

率

* 損害率は損害調査費を含む
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 これは米国の例です。横軸が年度、縦軸が損害率で、各保険会社を予測モデルの高度化の度合いで低、中、

高の三つのグループに分けて、それぞれのグループごとにグラフにしています。高度化の度合いは自己申告

ベースなのですが、予測モデルを、われわれは高度なものを使っている、中くらいだ、あまり使っていない

と申告したグループに分けて見た場合に、低いと申告したグループの損害率がやはり高く、高度なモデルを

使っていると申告したグループの損害率と比べて、２ポイント、３ポイントくらいの差が見えているかと思

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLMは「役立つモデル」なのか？（２）：
中国の例

典拠：各社財務諸表、保険年鑑（中国）

*全種目合計（うち75‐80%が自動車保険）

損
害
率

損害率 *

年度

※ Ping An（平安）社とTai Ping（太平）社は
予測モデルを早期に導入

13

Ping An（平安）社とTai Ping（太平）社を
除く中国国内社

Ping An（平安）社

Tai Ping（太平）社
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 同じような状況が、中国の例でも見られます。平安社と太平社は、中国で予測モデルを早期に導入した会

社なのですが、これら２社は他の会社に比べて損害率が低いのが見てとれます。ここでグラフにしている損

害率は、全種目合計ですので、自動車で予測モデルを導入したことが、どのくらい直接この損害率に効いて

いるのか多少の疑問はありますけれども、それでも際立って損害率が低いという実績が出ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３番めにお見せしたいのは英国の例です。これはもう少し直接的な、一つの会社の例です。横軸は年度、

棒グラフは経過保険料です。経過保険料が初年度から増えていっているので、事業をスタートした会社だと

諸外国でのGLMの利用状況

基礎的なGLM
• 基本的な料率ファクターのみを使用

• 少数の交互作用

• 事故種別を粗く分類

より高度なGLM

• より多くのファクターを使用（補償の範囲、顧客
の特性、等）

• より多くの交互作用
• 外部データの利用（契約単位で紐付け）
• より精緻な事故種別の分類
• 大口損害の分析

予測力

• 地理情報（距離、隣接）による平滑化の利用

• メーカー・型式間に距離・隣接を定義車両の細分化

郵便番号の利用
（地域の細分化）
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GLMは「役立つモデル」なのか？（３）：
英国の例

14

損害率比較（ある保険会社と業界平均）
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GLMによる検証
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大きく下回る損害率を

達成
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思われます。業界平均の損害率が破線で描かれています。この会社の損害率は、実線で表示されているもの

ですが、元々すごく高かった。ところが、３年めにＧＬＭによる検証を始めた結果、契約量は５年めから少

し落ちていますが、損害率はこのような形で、かなり低減することに成功しています。契約量の減少につい

て、実際にどのような判断があったかは分かりませんが、契約を減らしてでも収益性を上げようという判断

だったのかも知れません。 

 海外でのＧＬＭの利用状況の進展について、中国では今、ややＧＬＭがブームのようですが、基礎的なＧ

ＬＭからより高度なＧＬＭへの段階へと進みつつあるようです。大陸ヨーロッパとアメリカが、並んでいる

ような状況だと思いますが、地域の細分化ということが今やられているようです。これは郵便番号単位での

分析です。ただのＧＬＭではないのですけれども、予測モデルとしてはこのようなものが使われ始めていま

す。 

 英国では、型式による車両の細分化が、郵便番号による地域の細分化と同じようなアイデアで、される段

階にきているようです。 

 アジア圏でも今、中国をはじめ、ＧＬＭが使われ始めている状況になってきているものと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ただ、最後にもう一度落とすような話で恐縮なのですが、本質的にいかなるモデルであっても、正しくは

ありません。使うにあたっては、やはり細心の注意が必要です。そもそも現実の複雑な世界をＧＬＭに当て

はめることで、パラメーターエラーやモデルエラーが存在し得ます。また分析には、どうしても精度の限界

があります。得られた結果についてはリスク、マーケット、ビジネスの理解に基づいて、理にかなっている

のかということが常に問いかけとして出てきて、常にジャッジメント、判断が求められます。ＧＬＭはこう

いった限界を認識したうえで、使用する必要がありますが、それでもなお、諸外国でＧＬＭが使われていて、

その有用性は先ほど三つの実例をお示ししたとおり、一定期待できるものと考えております。 

 以上です。 

 

それでも「本質的に、いかなる
モデルであれ正しくない」

• パラメータエラー／モデルエラーが存在し得る

• 分析の精度には限界がある

• 得られた結果は、リスク、マーケット、ビジネスへの理
解に基づいて理に適っているか、再検討が求められ
る

• 限界を認識した上で使用する必要がある
– それでもなお、諸外国における活用例は、GLM活用の有
用性を示唆
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【岩沢】 ありがとうございました。改めまして、お三方、ありがとうございました。素晴らしいパネルを

行っていただいたと思います。 

 このあとディスカッションに入っていきます。ただ、ここでも双方向ツールを使ってみようということで、

少し質問させていただきます。皆さんの好みを聞きたいと思っています。具体的な技術的な話よりも一般的

な話についてのディスカッションをお聞きになりたいか、もっと具体的な技術的な話をお聞きになりたいか、

早いところ質問をさせろというのか、その他、ということで、選んでいただければと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 はい、ありがとうございました。結果を見ると、個別具体的な点についてのディスカッションを聞きたい

ということですので、パネリストの皆さん、ご認識よろしくお願いします。 
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 それでは、出だしは私の方から少し質問をします。これは一般的な論点ですので、会場の要望からしても、

私の話は少し端折る感じにしたいと思いますが、それでも、ディスカッションのスタートとしては、このあ

たりの話から始めたいと思います。会場のみなさんも３人のお話を聞いていていろいろお感じになったと思

いますが、ＧＬＭも、理論の面や技術の面、あるいは、実際に新居さんの話もそうでしたし、高橋さんの話

もそうでしたけれども、職人技のような部分もあります。スライドにあるラオはクラメール=ラオの不等式な

どでよく知られるあのラオです。まだご存命だと思いますけれども、彼は、統計学は科学であって技術であ

って職人技であると述べています。科学というものは、正しい技術を選択するには専門知識が必要だという

ことでラオは挙げています。技術というものは、効率的なシステムとして組み込むことは可能だとしていま

す。ツールとしてできあがっていますか、そろっていますかという話だと思います。ただ、実際にやろうと

いうときには、かなり判断、経験、その人の技量がいります。統計学の場合は統計学者、統計を扱う人の技

量がいるし、アクチュアリーだったらアクチュアリーの熟練度や経験がものを言う部分があります。それに

対応することをラオも言っています。ＧＬＭの話をしていると、そのようなところを意識した方がいいので

はないかと思います。 

 さて、３人のお話を聞いていて、日本においてもＧＬＭは、すでにツールとしてといいますか、技術とし

ては一応用意されているものはある程度あると理解してよいかと思います。その上で、お三方はいろいろな

形でＧＬＭをすでに実践されているわけですけれども、この科学、技術と職人技のバランスや、習得された

順番、どのようにしてＧＬＭを実施してきたか、ご自身の体験や、あるいは周りの人を見てということでも

結構なのですけれども、そのあたりについて、コメントをお一人ずついただければと思います。 

 

【高橋】 私自身は、幸か不幸か、科学を勉強する前に、実際にＧＬＭをやれというプレッシャーが大きい

環境にいました。そのような意味では、とりあえず技術はそろっている状況で、科学を多少抜きにして、技

術からスタートしたようなところがあります。 

 ただ、個人的な経験から言いますと、その順序は、私にとっては非常によかったと考えています。私は必

ずしも数学が得意というわけではありませんので、実際にデータを見て、何が起きているのだろうというこ

とを理解するために、科学を少しずつ学んでいったところがあります。したがって、私は技術からスタート

して、職人技はその中で求められて、徐々に身につけた形ですが、科学は後追いになっていました。技術で

科学の部分を補っていたと思います。 

 

【新居】 私も高橋さんと大体似たような状況でして、自分がＧＬＭを使うことになったときに有していた

統計学の知識は、アクチュアリー試験の数学で問われる程度の内容でしたので、ＧＬＭ自体何だか分からな

いという状況でした。ですので、ＧＬＭを導入することになって、その担当になってしまったときは、最初

はとても不安でした。 

 その不安は特段解消しないまま、モデリングに突入したのですけれども、実際にモデリングを進めてみて

の感想としては、高橋さんと大体一緒なのですが、科学や技術の部分は、モデリングを進める中で習得して

いくのでも、モデリング自体は可能であると思いました。特にアクチュアリーソフトを使う場合においては、

なおさら科学・技術の不足ということはあまり問題にならないかと思います。 

 一方で、実際のデータをどう読み解いたかということは、変数の選択などにダイレクトに影響してきます

35



  

し、最終的なモデルの形状にも深く関わってきますので、モデリングにあたっては、データをどう読み解く

か、つまりは職人技の部分が最も重要になってくるのかなと思っています。 

 ただ、これについては、単方向からの従来的な分析に携わっていた経験が、実はかなり生きた部分でもあ

りましたので、ＧＬＭでなくても、普段からデータ分析に従事されている方にとっては、そのデータに対す

る読み解き方や理解というものは自然と身についている部分であると思います。 

 ということでまとめますと、私としては、ＧＬＭに従事する前に科学をしっかり理解することは必ずしも

必要ないかと思いますが、不安を減らす程度にはざっと学んでおくことがいいと思います。以上です。 

 

【梅田】  新居さんの答えが完璧すぎて言うことが特にないですけれども、私自身は試験が終わって大分た

ってからＧＬＭというものを初めて見ました。知識がありませんでしたので、テキストを探し最初の導入部

分だけ理解しました。その後は、アクチュアリーソフトウェアがありましたので、その結果を見ながら考え

ました。One-way からＧＬＭの係数に移りますと、その時点で係数の変動が非常に大きい場合がありました。

特に継続率との関係で、適用料率の設定が非常に難しかったと記憶しています。このような経験からむしろ

私の場合は、最後の職人技といいますか、そちらの方が重要だったと思っています。 

 

【岩沢】 ありがとうございます。 

 さて、先ほどの双方向ツールの結果では、かなり個別具体的な点のディスカッションが希望されていると

いうことでしたので、少し時間を見ながら私がコントロールしていきますが、お互いにこのようなことを聞

いてみたいということがあれば、質問をし合っていただければと思います。 

 

【梅田】ＧＬＭは信頼区間として、上限から下限まで結果があるのですが、その中でどのポイントを選ぶか

というところを苦労していました。そのようなご経験などがありましたら教えてください。 

 

【新居】 私は平均値を選ぶと思います。ただ、信頼区間が広いということは、算出された値の信頼度が低

いということだと思いますので、マネジメントから言われたら、平均値の値を伝えますけれども、その値自

体の信頼度は低いことも合わせて伝えるかと思います。また、例えば平均値の較差が１を少し超えた 1.03 く

らいだとして、信頼区間を書いてみたら、それが 0.9 くらいから 1.1 程度の状況のように、１をまたいだ信

頼区間が出ている場合は、結局 1.03 と出ていても３％効果があるというのは少し言い過ぎかもしれませんの

で、そのような場合は、特段影響はないと思いますというような回答をすることが多いかと思います。 

 いずれにしましても、ＧＬＭは項目の影響のダブルカウントを排除するために導入されている等、どちら

かというと極端な値が出にくくなる傾向があるかと思いますので、信頼区間の一番上を言うようなことは、

自分はあまりしなかったと思います。 

 

【高橋】 私自身も、今までの経験上はほぼ期待値を使っています。その期待値自体が非常に疑わしい場合、

場合によっては元データに戻ったり、個別のデータに戻ったりといったことは行いますが、通常、その期待

値よりも信頼区間の方がそれらしいと確信を持ったことはなく、少なくともその信頼区間の中でも最ももっ

ともらしいということで出てきている期待値を、使ってきたのが現状です。ただ、すべてのモデルは間違っ

ていますので、もう一度レビューをするということが求められるのだろうと思います。今、暫定でこの答え
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を出したということは、常に答え合わせを求められるものだというのが私の考えです。その意味では、いっ

たん間違っていても何でも、答えは出さざるをえません。 

 そのときに、どの間違いを出すかという意味で、期待値を出しますが、そのあとで、その結果がどれだけ

当たっているのか間違っているのかは、常にレビューしなければなりませんし、それでもし、やはりおかし

いなということがあったときのために、早急に手当てができる体制を整えておくというのが私の理想です。 

 

【岩沢】 ありがとうございました。他にはどうですか。 

 

【新居】 事故頻度のモデリングに際して、私は基本的にポアソン分布しか使わないのですけれども、負の

二項分布を使った方がいいのではないかということが、時々文献などで目にします。実際に負の二項分布を

使ってモデル化されるということはよくあるのでしょうか、もしくは、たまにはあるものなのでしょうか。

もしあれば、お聞かせいただければと思います。 

 

【梅田】 日常の仕事は、この数年間はＩＢＮＲが中心ですので、少しプライシングの方は離れてしまって

いるのですけれども、一点でいくらかと問われることはよくあります。分散を広げるということは確かに正

しい考え方なのですが、「では、あなたならいくらを選ぶのか」と問われたときに、もっと分散が狭いものが

あればいいかなと思うときがあります。実際にはポアソンより分散が狭い分布はありませんので、ポアソン

を選んで使っています。 

 

【高橋】 私の方も、非常に限られた経験の中ですし、私自身はほぼ自動車保険の世界でしかＧＬＭは見て

きていないので、そのような世界での話に限ってですが、事故頻度でポアソン以外を使った、もしくは使っ

ているケースを、私は見たことがありません。ただ、モデリングの最後に、例えば残差のプロットなどを見

て、本当に選んだリンク関数、エラー関数が適切かを確認することがあります。つまり、ノイズがノイズら

しく均等に出ているかということを確認するのですが、その際に、「これは、本当は」と思ったケースも中に

はありました。 

 ただ、実際には説明のしやすさなども含めて、ポアソンを使ってきました。また、ＧＬＭのモデリングで

は飽くまで期待値を求めにいっているという点で、分散の評価に、過剰に神経質になる必要はないのではな

いかと思っています。 

 

【岩沢】 ありがとうございます。 

 残りまだ十数分ありますけれども、いったんフロアの方からご質問があればそれを受け付け、質問があま

りなければ再びディスカッションに戻ることにします。 

 

【質問者】 新居さんにお伺いしたいのですけれども、まず、あなたの説明は大変分かりやすくて、内容を

理解するのに大変よかったと思います。 

 今、お尋ねしたいのは内容のことではなくて、あなたはプレゼンの中で「作業には複数の担当者があたっ

た」と言われていましたね。今のディスカッションの中でも、違った観点からいろいろ論ずるにはそのよう

な方法は大変いいと思っているのですが、そこで確認したいのは、何か物事をやるときに、一応意識を統一
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するといいますか、あまりばらばらな考え方で各自にやられると、また収拾がつかなくなることもあるでし

ょうから、この場合は、最初の段階でそのようなことをある程度おやりになってうえで、ある方法に絞って、

その中での分担を数人でやったのか、それとも、方法自体を各々の方が自分はこれがいいと思った方法で、

まずお互いにやってみて、そのうえで、最後に比較検討をする方法に重点を置かれたのか。 

 要するに、端的に言えば単なる、単なると言うとおかしいですけれども、分担に重点を置いたのか、それ

とも、各自の方法に重点を置いたのか、その辺を無理に割り切る必要はないのですけれども、その辺をどの

ような考えでおやりになったか、お伺いしたいです。 

 

【新居】 私が担当していたときは、そのような意味ですと、分担はあまりせず、各自、もう本当に自由に

行いました。当初は導入したばかりでしたので、何が正しいかを暗中模索していた状況でもありましたので、

そのように行いました。本としてはバイブルとして１冊設定しておりましたので、その本に書いてあること

は基本的に踏襲しましたので、確率分布の選択などでは意見の差異は生じませんでしたが、個々の判断が入

りうる部分、主には変数の選択のところで意見の差異が生じました。 

 当時は、完全に一からＧＬＭを勉強した、私ともう一人の２人で行いましたが、あまり相互に干渉し合う

こともなく各々モデルを作り、作った結果をお互いにディスカッションするということをしばらく繰り返し

ました。確かに、今となっては一定の方法論が構築できたところもありますので、例えばもう少しパーツご

とに分けて分担するということもできるのかもしれないですが、当時はまだ導入段階で方法が確立していま

せんでしたので、そのような分担はできなかったというのもあります。 

 

【質問者】 賢明な方法を取られ、結果的にそうなったと私も思います。それで、しかもそれが若い者の教

育にもなりますね。大変よかったと思います。 

 

【新居】 そうですね。ありがとうございます。 

 

【質問者】 損保の経験があまりないことと、ＧＬＭ自身の知識がないので、あまり貴重な時間を無駄に使

いたくないのですが、頭の中にクエスチョンが山のようにたまっています。お聞きしたいことが山のように

あるのですが、このような理解でよろしいのでしょうか。 

 主に、例えば料率の改定をやったようなときに、その改定がどの程度当たっているのかなど、どちらかと

いうと改定そのものよりも、評価のようなところに使い道といいますか、有用性があります、ということで

しょうか。場合によっては、マーケティングなどにも活用できる、ひょっとすると午前中の発表にあったＥ

ＲＭのようなところにも、何か使い道があるのでしょうか。生保と損保で大分、算方書の書き方なども違い

ますので、例えばこのようなＧＬＭの結果を料率そのものに反映させようとするとなかなか難しくて、従来

型の算方書のスタイルに変換する中で何か修正されるのかと思い、お伺いしました。 

 それと、今、エラー関数のお話もあったのですけれども、例えばリンク関数でも教科書的には山のように

あって、基本的には、損保の料率に使うような場合は、主に、場合によっては加法型もあるのかもしれませ

んけれども、基本、乗算型で、一部今はロジットの事例もお勧めいただきましたけれども、あまりそれ以外

の凝ったややこしい関数は、解釈的に難しいというのか、まだまだ、むしろ未知の世界があるというように

考えた方がいいのかなと思いましたが、いかがでしょうか。 
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 イギリス、アメリカなどの公的なところの第三分野的な商品にＧＬＭを使ったというようなことをお伺い

したことがあるのですけれども、基本、やはり自動車保険というのが一般的な使われ方なのでしょうか。 

 あと、今日のお話にはあまりなかったのですけれども、ＧＬＭという手法やソフトそのものに、例えばこ

のようなことに気をつけた方がいい、など。去年の年次大会などでは、ＧＬＭのさらに発展形のようなもの

もありますというような話があって、ひょっとすると何かまだ改善すべきような要素があって、それに気づ

いた方が、さらにもう１段先の、ＧＬＭでも十分難しいのですけれども、もっと難しいものを何か開発され

ているというようなことなのでしょうか。 

 半分感想で、半分このような理解でよろしいのでしょうかということなのですが、どなたにお聞きしてい

いのかもよく分からないのですけれども、すみません、質問はそのような感じです。 

 

【高橋】 まず、使い方というお話がありましたが、それは判断ということになるかと思います。実際に、

ＧＬＭを直接に料率に使えるような状況ならば使うということは、全くない話ではないと思います。ただ、

多くの場合、すでにお持ちのポートフォリオがあります。今まで使ってきた保険料があります。そこにいき

なりＧＬＭによる料率を使ってしまうと、多分、大激変が起きますが、そういった大激変を起こすのがいい

選択であるとは、なかなか思えないケースが多いかと思います。その意味で、やはり評価という形で使うの

が、最初はソフトランディングになるのだろうと思います。ただ、海外ではＧＬＭがそのまま料率に使われ

ているケースが多々ありますし、そのような使い方の方が、損害率の安定性は期待できるでしょう。 

 ここで少し、面白い例があります。収益性という意味では、他社が高い保険料を出しているところで正直

に低い保険料を出せば、自社の収益が下がってしまうということがあり得ます。ならば、他社よりも少し安

い保険料を出すのが賢いのかも知れません。これは多分に保険料競争の話であって、保険料負担の公平性と

いった観点は飛ばして話していますけれども、そのようなケースもありますので、賢い使い方というのが、

常にＧＬＭを真正面から料率に使ってしまうことではないということは、海外でもよく話されるものです。 

 リンク関数に関しては他にいろいろなものがありますが、大体 log を使って乗算型にすることが多いでし

ょう。ＧＬＭが使われる領域ということでは、やはり自動車が多いと思いますが、生保ですと、最近は解約

率などで使われるようなケースがあります。最後の質問については多分いろいろとありますので、今日お答

えするのは難しいかと思います。 

 

【岩沢】 そうですね、もう時間になってしまいました。すみません。またあとで。 

 それでは、時間ですので、最後にもう一つだけ双方向ツールでお聞きしたいことがあります。先ほど 1 度

お聞きした質問と同じものをお聞きするもので、われわれとしてはびくびくする質問なのですけれども、こ

のパネルディスカッションの結果、みなさんのモチベーションが改善されたかどうかお聞きしたいと思いま

す。ＧＬＭの今後の利用について、現時点のお考えをお聞かせください。従来以上に活用していきたいのか、

現状どおりなのか、今後は活用していきたいのか、活用すべきかどうか不明なのか、今のところ否定的なの

かということで、お願いします。 

 おや、回答総数が減っていますね。これは比較が難しいですね。比較が難しいですが、今後は活用してい

きたいというのが、見事に増えました。現状どおり活用していきたいという人は、どこにいったのか分から

ないのですが、２名減っています。ともかくも、先ほどは 14、２、14、９、０だったのが 14、０、17、６、

０となりました。（すでに活用していた人のうち２名が無回答になり、従来活用しておらず「活用すべきか不
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明」としていた回答者グループから（ネットで見て）３名が「今後は活用していきたい」に移ったものと理

解される。）ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは、すでに時間が超過してしまいましたが、これでパネルディスカッションを終わります。 
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